
電気用品安全法の解釈　－　対象非対象関係

　　　　　　　　　　　　　　平成１４年１０月７日　製品安全課

商品名等
（電気用品名等）

デジタルレコーダー用増設ユニット

１　当該商品等の概要

○用途、機能、性能
　コンピューター用ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）やデジタル多用途ディスク
（ＤＶＤ）等を使用して映像等を記録するデジタルレコーダー（その他の音響機
器として対象）の記録容量を増やすための増設ユニットである。
　デジタルレコーダーと本ユニットとは、ＳＣＳI（パソコン等と周辺機器を接
続する規格）インターフェースによって接続する。
　本ユニット自体にはチューナーやアナログ信号の入出力端子はなく、ＳＣＳI
インターフェースのみを有する。

○構造、仕様、意匠
　大容量ＨＤＤ、処理用ＣＰＵ、インターフェース回路、電源回路を有しており、
物理的には独立したもので、デジタルレコーダー本体に組み込まれるものではな
い。
　
○ 主な使用者、販売先
一般家庭

２　対象・非対象の解釈

　非対象として取り扱う。

（理由）
　本ユニットが処理する信号はデジタル信号のみであること、デジタルレコーダ
ーと組み合わされてはじめて「その他の音響機器」としての機能を果たすもので
あること、該当する電気用品名がないことから、電気用品安全法上は非対象とし
て取り扱うのが妥当と判断する。


